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家
計
の
資
産
形
成
支
援
制
度

―
カ
ナ
ダ
の
研
究
を
素
材
に
し
て
―

山　

田　

直　

夫

一
、
は
じ
め
に

　

日
本
銀
行
の
資
金
循
環
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年

の
四
－
六
月
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
家
計
の
金
融
資
産
は

一
八
八
三
兆
円
で
あ
る
。
金
融
資
産
に
占
め
る
割
合
は
、

預
貯
金
が
五
四
・
七
％
、
株
式
等
が
九
・
二
％
、
投
資
信

託
が
三
・
六
％
で
、
金
融
資
産
が
預
貯
金
に
偏
在
し
て
い

る
状
況
が
続
い
て
い
る⑴

。
ま
た
、
内
閣
府
の
「
令
和
二
年

版
高
齢
社
会
白
書
」
に
よ
る
と
、
わ
が
国
の
二
〇
一
八
年

現
在
の
平
均
寿
命
は
男
性
が
八
一
・
二
五
年
、
女
性
が
八

七
・
三
二
年
で
、
二
〇
六
五
年
に
は
男
性
が
八
四
・
九
五

年
、
女
性
が
九
一
・
三
五
年
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い

る
。
平
均
寿
命
の
延
び
に
伴
い
「
人
生
一
〇
〇
年
時
代
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家
計
の
資
産
形
成
あ
る
い
は

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
やiD

eCo

と
い
っ
た
資
産
形
成
支
援
制
度
に

つ
い
て
さ
か
ん
に
議
論
や
研
究
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
で
は
実
証
研
究
が
ま
だ
少
な
い⑵

。

ま
た
議
論
や
研
究
が
制
度
ご
と
に
な
さ
れ
て
お
り
、
一
体

的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い⑶

。

　

一
方
、
カ
ナ
ダ
で
はT

FSA

（T
ax-Free Savings 

A
ccounts

）
やR

R
SP

（R
egistered R

etirem
ent 
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）
と
い
っ
た
資
産
形
成
支
援
制
度
が
あ

り
、
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
た
実
証
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
は
一
九
五
七
年
に
導
入
さ
れ

た
私
的
年
金
で
、
拠
出
時
非
課
税
、
運
用
時
非
課
税
、
引

出
時
課
税
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
の
制
度
で
あ
る
。
一

方
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
補
完
な
ど
を
目
的
に
二
〇

〇
九
年
に
導
入
さ
れ
た
非
課
税
貯
蓄
口
座
制
度
で
、
拠
出

時
課
税
、
運
用
時
非
課
税
、
引
出
時
非
課
税
、
す
な
わ
ち

Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
の
制
度
で
あ
る
。

　

複
数
の
資
産
形
成
支
援
制
度
が
あ
る
と
き
、
家
計
が
ど

の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
制
度
を
使
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
す

る
こ
と
、
制
度
間
の
相
互
作
用
を
把
握
す
る
こ
と
は
制
度

の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
外

国
を
対
象
と
し
た
学
術
研
究
の
成
果
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国

に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か

の
示
唆
は
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
カ
ナ
ダ
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
と
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
関
係
に
つ
い
て
分

析
し
た
実
証
研
究
を
二
つ
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国

の
資
産
形
成
支
援
制
度
に
関
す
る
研
究
課
題
に
つ
い
て
簡

単
に
検
討
し
た
い
。

二 

、
カ
ナ
ダ
の
制
度
を
対
象
と
し
た
実

証
研
究
―A

l Zam
an

（2017

）
―

　

A
l Zam

an

（2017

）
は
、
ま
ずCanada Revenue 

A
gency

（
以
下
、
Ｃ
Ｒ
Ａ
）
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
マ
ク

ロ
的
な
観
点
か
ら
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
加
入
者
の
実
態
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、Statistics Canada

のthe 

2012 Survey of Financial Security

（
以
下
、
Ｓ
Ｆ

Ｓ
）
と
い
う
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
加
入
者

の
特
徴
を
概
観
し
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
と
加
入
者
の
社
会
経
済
的

特
徴
の
関
係
に
つ
い
て
実
証
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
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⑴　

Ｃ
Ｒ
Ａ
の
デ
ー
タ
：
加
入
の
実
態

　

論
文
に
沿
っ
て
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

の
保
有
者
は
二
〇
〇
九
年
の
導
入
以
降
増
加
し
、
二
〇
一

四
年
に
は
約
一
一
七
四
万
人
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
加
入

者
の
増
加
率
は
当
初
は
四
一
・
七
八
％
で
あ
っ
た
が
、
二

〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
は
九
・
五
八
％
に

減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
有
者
に
占
め
る
当
該
年
の
拠

出
限
度
額
ま
で
拠
出
を
行
う
保
有
者
の
割
合
に
つ
い
て
は

変
化
が
大
き
く
、
二
〇
〇
九
年
に
は
六
四
・
〇
五
％
で

あ
っ
た
が
二
〇
一
四
年
は
一
五
・
六
三
％
で
あ
っ
た
。
二

〇
一
三
課
税
年
度
に
お
け
る
地
域
別
加
入
率
を
み
る
と
、

最
高
が
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
四
三
・
七

六
％
、
最
低
が
ヌ
ナ
ブ
ト
準
州
の
二
一
・
五
二
％
で
あ
っ

た⑷

。

　

ま
た
、
拠
出
総
額
、
平
均
拠
出
額
、
平
均
引
出
額
、
Ｔ

Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
と
と
も
に
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
コ
ン
ト

リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム⑸

の
額
も
増
加
し
て
お
り
、
個
人

が
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
フ
ル
に
利
用
し
て
い
な
い
実
態
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
と
年
齢
、
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
の
残
高
と
所
得
階
層
に
は
単
調
増
加
の
関
係
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
六
〇
歳
以
上
の
加
入
者
の
残

高
は
中
央
値
の
年
齢
の
加
入
者
の
残
高
の
ほ
ぼ
倍
で
、
最

高
所
得
者
層
の
残
高
も
中
央
値
の
所
得
の
加
入
者
の
ほ
ぼ

倍
で
あ
る
。
ま
た
、
所
得
階
層
が
上
が
る
ほ
ど
当
該
年
の

拠
出
限
度
額
ま
で
拠
出
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
た
。

　

以
上
か
ら
、A

l Zam
an

（2017

）
で
は
制
度
の
成
熟

と
と
も
に
分
配
上
の
不
公
平
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑵　

Ｓ
Ｆ
Ｓ
の
デ
ー
タ
：
資
産
残
高

　

続
い
て
、
Ｓ
Ｆ
Ｓ
の
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
カ
ナ
ダ
の
家
計

資
産
を
み
る
と
、
住
宅
資
産
が
最
も
多
く
て
総
資
産
に
占
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め
る
割
合
は
三
四
・
六
％
、
次
い
で
退
職
資
産
で
三
〇
・

一
％
、
退
職
資
産
以
外
の
金
融
資
産
で
一
一
・
一
％
と

な
っ
て
い
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
退
職
資
産
以
外
の
金
融
資
産

に
含
ま
れ
、
総
資
産
に
占
め
る
割
合
は
〇
・
七
％
で
あ

る
。
な
お
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
が
プ
ラ
ス
で
あ
る
家
計
は

全
体
の
三
三
・
七
％
で
あ
る
。
一
方
、
負
債
を
み
る
と
住

宅
ロ
ー
ン
が
最
も
多
く
、
負
債
に
占
め
る
割
合
は
七
七
％

で
あ
る
。
さ
ら
に
住
宅
ロ
ー
ン
の
中
で
も
居
住
用
が
六

一
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
資
産
か
ら
負
債
を
引
い
た
も

の
が
純
資
産
に
な
る
が
、
こ
の
統
計
で
は
九
三
・
二
％
の

家
計
が
正
の
純
資
産
を
保
有
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠
出
し
て
い
る
家
計
と
そ
う
で

は
な
い
家
計⑹

に
分
け
て
両
者
を
比
較
す
る
と
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

に
拠
出
し
て
い
る
家
計
の
方
が
総
資
産
、
負
債
と
も
に
多

い
が
総
資
産
負
債
比
率
は
小
さ
い
。
ま
た
、
退
職
資
産
を

構
成
し
て
い
る
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
やEm

ployer pension plan

の
残
高
が
プ
ラ
ス
の
家
計
の
割
合
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠
出
し

て
い
る
家
計
の
方
が
高
く
、
よ
っ
て
退
職
資
産
残
高
で
も

同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
さ
ら
に
は
、
持
ち
家
率
も
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
に
拠
出
し
て
い
る
家
計
の
方
が
高
い
。

　

な
お
年
齢
階
層
別
で
み
る
と
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
は
、

若
年
世
代
は
少
な
く
高
齢
世
代
が
多
い
傾
向
が
み
ら
れ

る
。A

l Zam
an

（2017

）
で
は
、
若
年
世
代
の
残
高
が

少
な
い
理
由
と
し
て
、
収
入
が
少
な
い
の
に
対
し
て
教

育
、
住
宅
、
自
動
車
な
ど
へ
の
支
出
が
多
い
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
割
の
家
計
が
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

残
高
の
八
割
を
保
有
し
て
い
る
実
態
な
ど
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。

⑶　

実
証
分
析

　

実
証
分
析
は
二
種
類
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
へ
の
拠
出
に
関
す
る
分
析
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
が
プ
ラ
ス
の
家
計
を
一
、
そ
う
で
は
な

い
家
計
を
ゼ
ロ
と
す
る
変
数
を
被
説
明
変
数
に
し
て
、
プ
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ロ
ビ
ッ
ト
な
ど
で
推
計
を
行
っ
て
い
る
。
分
析
に
よ
り
、

純
資
産
が
多
い
世
帯
、
世
帯
主
が
高
等
教
育
を
受
け
て
い

る
世
帯
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
拠
出
し
て
い
る
世
帯
な
ど
で
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
の
残
高
が
プ
ラ
ス
に
な
る
確
率
が
高
く
な
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
方
、
一
八
歳
未
満
の
子
供
が
い
る

世
帯
で
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
へ
拠
出
す
る
確
率
が
低
く
な
っ
て
い

る
。
限
界
効
果
で
み
る
と
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
へ
の
拠
出
は
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
へ
拠
出
す
る
確
率
を
二
二
％
高
め
、
世
帯
主
が
高
等

教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
へ
拠
出
す
る
確
率

を
六
・
六
％
高
め
、
一
八
歳
未
満
の
子
供
が
い
る
こ
と
は

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
へ
拠
出
す
る
確
率
を
六
・
三
二
％
低
下
さ
せ
て

い
る
。
な
お
、
年
齢
に
つ
い
て
は
、
五
〇
歳
未
満
で
は
確

率
が
低
く
な
り
、
五
〇
歳
を
超
え
る
と
確
率
が
高
く
な
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
分
析
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
に
関
す
る
分

析
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
を
被
説
明
変

数
に
し
て
、
ト
ー
ビ
ッ
ト
な
ど
で
推
計
を
行
っ
て
い
る
。

結
果
は
最
初
の
分
析
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
純
資
産
、
高
等
教

育
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
関
す
る
変
数
が
プ
ラ
ス
で
有
意
、
子
供

に
関
す
る
変
数
が
マ
イ
ナ
ス
で
有
意
で
あ
っ
た
。

三 

、
カ
ナ
ダ
の
制
度
を
対
象
と
し
た
実

証
研
究
―Berger et al.

（2019

）
―

　

Berger et al.

（2019

）
は
、Statistics Canada

の

Longitudinal A
dm

inistrative D
atabank

（
以
下
、

Ｌ
Ａ
Ｄ
）
と
い
う
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
と
Ｒ
Ｒ

Ｓ
Ｐ
の
関
係
に
つ
い
て
実
証
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
分
析

対
象
期
間
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
五
年
で
あ
る
。

⑴　

加
入
率

　

論
文
に
よ
る
と
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
加
入
率
（
ネ
ッ
ト
の
拠

出
を
行
っ
た
人
の
割
合
）
は
低
下
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
〇

九
年
は
二
六
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
は
二
二
％
で
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あ
っ
た
。
一
方
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
加
入
率
は
増
加
傾
向
に
あ

り
、
二
〇
〇
九
年
は
一
六
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年

は
二
七
％
で
あ
っ
た
。
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
と
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
加
入
率

は
二
〇
一
三
年
に
逆
転
し
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
一
五
年

に
お
い
て
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
と
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
両
方
に
加
入
し
て
い

る
個
人
は
九
％
、
ど
ち
ら
に
も
加
入
し
て
い
な
い
個
人
は

六
〇
％
で
あ
る
。

　

所
得
四
分
位
階
級
別
に
み
る
と
、
所
得
階
級
が
上
が
る

ご
と
に
両
制
度
の
加
入
率
も
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
低

所
得
者
層
で
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
加
入
率
の
方
が
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の

加
入
率
よ
り
高
く
、
高
所
得
者
層
で
は
逆
に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の

加
入
率
の
方
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

の
方
が
低
所
得
者
層
の
資
産
形
成
に
貢
献
し
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
低
所
得
者
層
の
加
入
率

は
低
く
、
第
１
四
分
位
で
ど
ち
ら
に
も
加
入
し
て
い
な
い

個
人
の
割
合
は
八
〇
％
に
達
す
る
。

　

年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
加
入
率
は
年
齢

が
上
が
る
ご
と
に
上
昇
し
て
五
〇
－
五
四
歳
で
ピ
ー
ク
に

な
り
、
そ
の
後
低
下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
逆
Ｕ
字
型
を
し

て
い
る
。
一
方
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
四
〇
歳
台
ま
で
は
ほ
ぼ
一

定
で
あ
る
が
、
五
〇
歳
以
降
に
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

Berger et al.

（2019

）
で
は
高
齢
に
な
る
と
制
度
上
Ｒ

Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
拠
出
で
き
な
く
な
る
の
で
、
高
齢
者
が
Ｔ
Ｆ
Ｓ

Ａ
を
よ
り
利
用
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑵　

拠
出

　

分
析
対
象
期
間
中
に
お
け
る
当
該
年
の
拠
出
限
度
額
ま

で
拠
出
す
る
個
人
の
割
合
は
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
つ
い
て
は
二

～
三
％
で
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
一
方
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

は
低
下
傾
向
が
み
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年
は
一
〇
％
で
二
〇

一
五
年
は
二
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
制
度
と
も
所
得
階

層
が
上
が
る
ほ
ど
、
ま
た
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
、
当
該
年

の
拠
出
限
度
額
ま
で
拠
出
す
る
個
人
の
割
合
が
増
加
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
の
平
均
拠
出
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額
は
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
は
時
系
列
で
み
る
と
低
下
傾
向
に
あ
り
、

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

⑶　

実
証
分
析

　

Berger et al.
（2019

）
で
は
、
先
行
研
究
や
分
析
対

象
デ
ー
タ
の
記
述
統
計
な
ど
か
ら
、「
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
部
分

的
に
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
を
代
替
し
て
い
る
」
と
い
う
仮
説
を
設
定

し
、
統
計
的
に
検
証
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ネ
ッ
ト

の
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
拠
出
額
を
被
説
明
変
数
と
し
、
ネ
ッ
ト
の

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
拠
出
額
や
所
得
、
年
齢
、
性
別
な
ど
を
説
明

変
数
に
し
て
回
帰
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
の
拠
出
額
の
係
数
が
ゼ
ロ
か
ら
マ
イ
ナ
ス
一
の
間
の

値
で
統
計
的
に
有
意
で
あ
れ
ば
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠
出
す
る

資
金
の
一
部
を
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
回
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
仮
説
が
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

最
も
ベ
ー
ス
と
な
る
分
析
で
は
仮
説
を
支
持
す
る
結
果

が
得
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ネ
ッ
ト
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

の
拠
出
が
一
％
増
加
す
る
と
ネ
ッ
ト
の
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
拠
出

が
〇
・
四
〇
二
％
減
少
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
分
析
に

用
い
た
デ
ー
タ
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
平
均
拠

出
額
が
二
六
〇
〇
ド
ル
、
ネ
ッ
ト
の
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
平
均
拠

出
額
が
二
一
〇
〇
ド
ル
な
の
で
、
ネ
ッ
ト
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の

拠
出
額
が
二
六
ド
ル
増
加
す
る
と
、
ネ
ッ
ト
の
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ

の
拠
出
額
が
八
・
四
四
ド
ル
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

Berger et al.

（2019

）
で
は
貯
蓄
性
向
の
影
響
を
調

べ
る
た
め
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
導
入
前
で
あ
る
二
〇
〇
三
年
か
ら

二
〇
〇
八
年
に
お
け
る
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
へ
の
拠
出
頻
度
別
に
分

析
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇

〇
八
年
の
六
年
間
す
べ
て
で
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
ネ
ッ
ト
の
拠
出

を
行
っ
た
グ
ル
ー
プ
、
三
～
五
年
間
拠
出
を
行
っ
た
グ

ル
ー
プ
、
一
～
二
年
間
拠
出
を
行
っ
た
グ
ル
ー
プ
、
全
く

拠
出
を
行
わ
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
分
析
を
行
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
導
入
前
に
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
積

極
的
に
拠
出
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
Ｔ
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Ｆ
Ｓ
Ａ
は
部
分
的
に
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
を
代
替
し
て
い
る
と
い
う

結
果
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
二
〇
一
五
年
に
そ
の
年
の
非

課
税
枠
が
大
幅
に
増
額
さ
れ
た
影
響
を
み
る
た
め
、
一
年

ご
と
分
け
た
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ど
の
年
も

仮
説
を
支
持
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
年
の
非

課
税
枠
の
額
が
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
と
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
代
替
性
に
影
響

を
与
え
な
い
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
結
果
か
ら
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
部
分
的
に
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ

を
代
替
し
て
い
る
た
め
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
総
貯
蓄
の
増
加
に

対
す
る
貢
献
は
限
定
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
、
結
語

　

わ
が
国
で
は
、
令
和
二
年
度
税
制
改
正
で
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制

度
の
見
直
し
・
延
長
が
行
わ
れ
た
。
改
正
内
容
は
、
①
つ

み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
五
年
延
長
、
②
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ

い
て
は
、
安
定
的
な
資
産
形
成
を
目
指
す
一
階
部
分
と
成

長
資
金
の
供
給
拡
大
、
長
期
保
有
の
株
主
育
成
を
目
指
す

二
階
部
分
か
ら
成
る
制
度
に
見
直
し
た
う
え
で
、
五
年
延

長
、
③
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
終
了
（
令
和
五
年
末
）
で

あ
る
（
図
表
１
お
よ
び
図
表
２
）。
一
方
、iD

eCo

に
つ

い
て
は
、
①
加
入
可
能
年
齢
の
引
上
げ
や
、
受
給
開
始
時

期
の
選
択
肢
拡
大
、
②
中
小
事
業
主
掛
金
納
付
制
度

（iD
eCo

プ
ラ
ス⑺

）の
対
象
範
囲
の
拡
大
、
③
労
使
合
意
に

基
づ
く
規
約
の
定
め
が
あ
る
企
業
で
な
く
て
も
、
従
業
員

本
人
が
希
望
す
れ
ば
企
業
型
Ｄ
Ｃ
加
入
者
がiD

eCo

に

加
入
で
き
る
よ
う
に
改
善
、
④
企
業
年
金
・
個
人
年
金
制

度
間
の
資
産
の
持
ち
運
び
（
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
改

善
、
⑤
加
入
申
し
込
み
や
変
更
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

と
い
っ
た
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
改
正
に
よ
り
わ
が
国
の
資
産
形
成
支
援
制
度

は
充
実
し
て
き
て
い
る
が
、
一
方
で
複
雑
化
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
カ
ナ
ダ
の
研
究
で
は
、

制
度
間
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
結
論
が
得
ら
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れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
わ
が
国
に
お
い

て
も
確
定
的
な
結
論
を
得
る
に
は
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
制
度
間
の
相
互
作
用
に
関
す
る
実

証
研
究
を
蓄
積
し
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
一
体
的
に

制
度
設
計
を
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
カ
ナ
ダ
の
研
究
で
は
、
年
齢
や
所
得
に

よ
っ
て
制
度
の
利
用
状
況
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
で
も
年
齢

別
、
所
得
階
層
別
に
丁
寧
に
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議

論
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
本

稿
で
は
カ
ナ
ダ
の
資
産
形
成
支
援
制
度
に
つ
い
て
、
特
に

制
度
間
の
補
完
性
や
代
替
性
に
注
目
し
て
先
行
研
究
を
概

観
し
た
が
、
他
に
も
所
得
分
配
や
税
収
に
及
ぼ
す
影
響
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

（
注
）

⑴　

日
本
銀
行
調
査
統
計
局
の
「
資
金
循
環
の
日
米
欧
比
較
二
〇
二
〇

〔出所〕 　財務省パンフレット「令和２年度税制改正」

図表１　改正のイメージ
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年
八
月
二
一
日
」
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
三
月
末
現
在
、
ア
メ
リ

カ
の
家
計
の
金
融
資
産
に
占
め
る
現
金
・
預
金
の
割
合
は
一
三
・

七
％
、
株
式
等
の
割
合
は
三
二
・
五
％
、
投
資
信
託
の
割
合
は
一

二
・
三
％
で
あ
る
。
同
様
に
ユ
ー
ロ
エ
リ
ア
で
は
現
金
・
預
金
の
割

合
は
三
四
・
九
％
、
株
式
等
の
割
合
は
一
七
・
二
％
、
投
資
信
託
の

割
合
は
八
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

⑵　

例
外
と
し
て
、
大
野
ほ
か
（
二
〇
一
九
、
二
〇
二
〇
）
と
い
っ
た

研
究
が
あ
る
。

⑶　

統
計
に
関
し
て
い
う
と
、
金
融
庁
が
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
・
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
利
用
状
況
調
査
」
を
実
施
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
結

果
を
公
表
し
て
い
る
。
一
方
、iD

eCo

に
関
す
る
統
計
はiD

eCo

の

実
施
機
関
で
あ
る
国
民
年
金
基
金
連
合
会
が
運
営
す
るiD

eCo

公
式

サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑷　

カ
ナ
ダ
全
体
で
は
三
九
・
四
九
％
で
あ
る
。

⑸　

コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
と
は
そ
の
年
の
拠
出
限
度
額
の

こ
と
で
あ
り
、
①
今
年
の
新
た
な
非
課
税
枠
、
②
前
年
の
未
使
用
の

コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
、
③
前
年
に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
か
ら
引
き

出
さ
れ
た
額
の
合
計
で
あ
る
。

⑹　

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
残
高
が
ゼ
ロ
の
家
計
も
含
ん
で
い
る
。

⑺　

企
業
年
金
の
実
施
が
困
難
な
中
小
企
業
がiD

eCo

に
加
入
す
る
従

業
員
の
掛
金
に
追
加
で
事
業
主
掛
金
を
拠
出
で
き
る
制
度
で
あ
る
。

〔出所〕 　財務省パンフレット「令和２年度税制改正」

図表２　改正後のNISA制度
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